
【特定建設作業実施の届出】 

建設工事等でバックホウ等の重機を使用する場合には、作業開始の７日前までに届出が必要です。（騒

音規制法第１４条、振動規制法第１４条、木更津市環境保全条例第４６条第１項） 

【特定作業実施の届出】 

ばい煙・粉塵、騒音・振動等に係る作業を実施する場合には、作業開始の３０日前までに届出が必要で

す。（木更津市環境保全条例第３８条第１項） 

【特定施設設置の届出】 

騒音・振動などを発生する施設を設置する場合には、設置の３０日前までに届出が必要です。（騒音規

制法第６条第１項、振動規制法第６条第１項、木更津市環境保全条例第３７条第１項） 

所管課：木更津市 環境政策課 ０４３８－３６－１４４３ 
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土砂等の埋立て等に係る手続きフローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋立て等を計画 

事前相談の実施 

事業区域の外部から土砂等を搬入する 

埋立て等を行う面積が５００㎡以上である 

埋立て等を行う面積が３，０００㎡未満である 

埋立て等に使用する土砂等の種類が採石法、砂利

採取法及び千葉県土採取条例に基づき許認可等

がされた採取場から採取された土砂等である 

埋立て等の最大盛土高が１ｍ未満である 

特定事業開始 

特定事業に着手する１０日前までに「小規模埋立て

等届」の提出が必要です。（残土条例第９条第２項） 

特定事業終了後、完了検査の実施 

特定事業完了 

「特定事業（変更）事前計画書」、「一時たい積特定事業事前計画書」を提出 

※特定事業区域に「地域森林計画対象区域」または「水道水源保護地域」を

含む場合には、特定事業区域から２㎞の範囲の区域に居住する者の世帯の

１０分の８以上の世帯主の同意が必要です。（残土条例第１０条第３項） 

現地調査の実施 

届出・許可申請は不要です。 

・埋立て等を行う面積が５００㎡未満の場合 

・砕石のみによる埋立ての場合 

・事業区域内の切土盛土の場合 

・地方公共団体等の公共団体が行う事業の場合 

関係機関への意見照会に基づく

「審査指示書」の交付 

関係機関との個別協議 

「審査指示事項回答書」を提出 

住民説明会の実施 

「特定事業説明会等 

実施状況報告書」を提出 

審    査 

「事前協議済書」の交付 

「特定事業許可申請書」、「特定事業（一時たい積特定事業）許可申請書」を提出 

現地調査の実施 

審   査 

「特定事業許可書」、「特定事業（一時たい積特定事業）許可書」の交付 

土砂等を搬入しようとする日の７日前までに「土砂等搬入届」を提出 

特定事業開始 

特定事業着手日から１０日以内に「着手届」を提出 

特定事業着手日から１カ月ごとに「特定事業状況報告書」を提出 

特定事業着手日から３カ月ごとに地質検査及び水質検査を実施し、 

「特定事業地質等検査報告書」を提出 

特定事業完了２カ月前の日までに「特定事業完了事前届」を提出 

現場確認 

特定事業終了 

特定事業完了日から１０日以内に「特定事業完了届」、 

「特定事業状況報告書」を提出 

「特定事業完了確認結果通知書」の交付 

現場確認、地質検査及び水質検査の実施・報告 

特定事業完了 

事前協議〔２～３カ月程度〕（残土条例第１１条第１項及び第２項） 

許可申請〔２～３カ月程度〕（残土条例第９条第１項） 

【都市計画法に係る許可申請】 

市街化調整区域内に建築物等を建築する場合や、市街化区域で５００㎡以上の土地の区画形質の変更

を伴う建築物等を建築する場合は、事前に都市計画法に係る手続きが必要です。（都市計画法第２９

条） 

所管課：木更津市 都市政策課 ０４３８－２３－８６９７ 

【伐採及び伐採後の造林の届出】 

地域森林計画の対象民有林において立木を伐採する場合には、伐採の９０日から３０日前までの間に届

出が必要です。（森林法第１０条の８第１項） 

所管課：木更津市 農林水産課 ０４３８－２３－８453 

【林地開発に係る届出・許可】 

地域森林計画の対象民有林において、林地を開墾する等の土地の形質を変える行為を行う場合には、

その規模に応じた届出または許可が必要です。 

・０．３ha以上１ha以下の開発行為を行う場合：「小規模林地開発行為届出書」及び「伐採及び伐採後

の造林の届出書」の提出が必要です。 

・１haを超える開発行為を行う場合：「林地開発許可申請書」の提出が必要です。 

所管課：千葉県中部林業事務所 森林管理課 ０４３９－５５－４９７３ 

【農地転用に係る届出・許可】 

農地を農地以外のもの（住宅・資材置場等）にする場合には、届出または許可が必要です。（農地法第４

条・第５条） 

【軽微な農地改良の届出】 

農地を改良するため、農地所有者が山砂等により農地の埋立て等を行う場合には、届出が必要です。 

所管課：木更津市 農業委員会事務局 ０４３８－２３－８６９３ 

【宅地造成及び特定盛土規制法（通称：盛土規制法）に係る許可申請】 

下記の盛土等を行う場合は千葉県知事の許可が必要です（盛土規制法第１２条第１項） 

≪土地の形質の変更≫ 

①盛土で高さが 1m超の崖を生ずるもの 

②切土で高さが 2ｍ超の崖を生ずるもの 

③盛土と切土を同時に行い、高さが２ｍ超の崖を生ずるもの（①②を除く） 

④盛土で高さが２ｍ超となるもの（①③を除く） 

⑤盛土又は切土をする土地の面積が５００㎡超、かつ、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高差が一

部でも３０ｃｍ超となるもの（①～④を除く） 

≪一時的な土石の堆積≫ 

⑥最大時に堆積する高さが２ｍ超かつ面積が３００㎡超となるもの 

⑦最大時に堆積する面積が５００㎡超、かつ、地盤面と土石の表面との標高差が一部でも３０ｃｍ超とな

るもの 

所管課：盛土等を行う土地の面積が 1ha未満の宅地造成等に関する工事（開発行為を除く） 

 千葉県君津地域振興事務所地域環境保全課 ０４３８－２３－２２８５ 

       盛土等を行う土地の面積が 1ha以上の宅地造成等に関する工事（開発行為を除く）  

千葉県宅地安全課盛土対策室 ０４３－２２３－４４９４ 

※開発行為を伴う場合は盛土規制法のみなし許可となり木更津市都市政策課が所管課となります。 


